
「上智社会福祉専門学校学則」 

 

   第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 上智社会福祉専門学校（以下「本校」という。）は、専修学校として、教育基本法、学校 

教育法、社会福祉法及びその他の社会福祉関係法令に基づいて社会福祉全般についての理論と 

技能を授け、カトリシズムの精神を生かして、社会福祉事業に責任感をもち、専門的、献身的 

に従事する実践家の養成を使命とする。 

（設立） 

第２条 本校は、イエズス会の設立にかかり、その法的設置者は学校法人上智学院である。 

（名称及び位置） 

第３条 本校は、上智社会福祉専門学校と称する。 

 ２ 本校を東京都千代田区紀尾井町７番１号に置く。 

 

   第２章 課程学科、修業年限、定員、学級数及び在学年数 

 

（課程学科、修業年限、定員及び学級数） 

第４条 本校の課程学科、修業年限、定員及び学級数は次のとおりとする。 

 課 程 名 学 科 名 修業年限 入学定員 総定員 学級数

 保 育 専 門 課 程 保 育 士 科 ３ ４０ １２０ １ 

 社会福祉士・ 
児童指導員科 

２ ４０ ８０ １ 

 
社会福祉専門課程 

介護福祉士科 ３ ２６ ７８ １ 

 合    計   １０６ ２７８ ３ 

 

（在学年数） 

第５条 在学年数は、各課程ともそれぞれの修業年限に２年を加えた年数とする。 

 ただし、休学期間は在学年数に含まないものとする。 
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   第３章 学年、学期及び休業日 

 

（学年） 

第６条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

（学期） 

第７条 学年を分けて次の２学期とする。 

 前学期 ４月１日から９月３０日まで 

 後学期 １０月１日から翌年３月３１日まで 

（休業日） 

第８条 授業休業日は、次のとおりとする。 

 (１) 日曜日 

 (２) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

 (３) 創立記念日（１１月１日） 

 (４) 聖ザビエルの祝日（１２月３日） 

 (５) 夏期休業 

 (６) 冬期休業 

 (７) 春期休業 

２ 校長は必要に応じ、前項各号以外の日を臨時に授業休業日とすることができる。 

３ 校長は必要に応じ、第１項各号に定める授業休業日を、授業日（補講日を含む）とすること 

ができる。 

 

   第４章 教育課程及び授業時間 

 

（教育課程） 

第９条 本校の教育課程及び授業時数は別表第１に定めるとおりとする。 

（授業時間） 

第１０条 授業時間は、午後１時３０分から午後９時までとする。 

 ２ 実習については、別に定める。 
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   第５章 教職員組織及び運営委員会 

 

（教職員組織） 

第１１条 本校に次の各号に定める教職員を置く。 

 (１) 校長 １名 

 (２) 専任教員   １１名以上 

 (３) 非常勤講師 ３５名以上 

 (４) 事務職員 数名 

  ２ 校長は、本校を代表し、校務全般を統括する。 

  ３ 専任教員及び非常勤講師は、学生の教育をつかさどる。 

  ４ 事務職員は、事務に従事する。 

５ 教職員に関する規定は、別に定める。 

（運営委員会） 

第１２条 運営委員会は、校長、専任教員及び校長の委嘱した非常勤講師若干名と事務職員を 

もって構成し、校長が委員長となり校務について協議する。 

 

   第６章 入学・休学・退学及び再入学 

 

（入学の時期） 

第１３条 入学の時期は、４月とする。 

（入学資格） 

第１４条 保育専門課程保育士科、社会福祉専門課程介護福祉士科に入学することができる 

者は、次の各号のいずれかに該当する者で、選考の上、入学を許可された者とする。 

 (１) 高等学校を卒業した者 

(２) 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程により、こ 

れに相当する学校教育を修了した者を含む。） 

(３) 外国において学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で、文 

部科学大臣の指定した者 

(４) 文部科学大臣が、高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育 

施設の当該課程を修了した者 

 (５) 文部科学大臣の指定した者 

 (６) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者 
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 ２ 社会福祉専門課程社会福祉士・児童指導員科に入学することができる者は、次の各号のい 

ずれかに該当する者で、選考の上、入学を許可された者とする。 

 (１) 大学（短期大学を除く。）を卒業した者 

 (２) 外国の大学を修了後、日本の大学院で学位を取得した者、または学位授与機構による 

学士、修士、博士学位取得者で、４年制大学を卒業した者と同等以上と認められる者 

 (３) 文部科学大臣の指定した者 

 (４) 学校教育法に基づく大学を卒業した者に準ずるものとして厚生省令（第４９号第１条第 

１項）で定める者。 

３ 入学者の選考は、別に定めるところにより行う。 

（入学志願の手続） 

第１５条 入学を志願する者は、所定の入学検定料を納入し、所定の入学願書、前条各号のいず 

れかに該当することを証明する書類、その他必要書類を指定の期日までに提出しなければなら 

ない。 

 ２ 既納の入学検定料は、返還しない。 

（入学の手続） 

第１６条 入学を許可された者は、次の書類に入学納付金等を添えて、指定の期日までに提出し 

なければならない。 

 (１) 地方自治体の発行による「住民票の写し」（日本国籍以外の国籍を有する者は、外国人 

登録証明書の写し） 

 (２) その他必要書類 

（休学及び復学） 

第１７条 病気その他やむを得ない理由で休学しようとする者は、その理由を記した休学願を提 

出し、校長の許可を受けなければならない。なお、病気の場合は、医師の診断書を添えなけれ 

ばならない。 

２ 休学の期間は、１学期又は１学年を単位とし、通算３学期を超えることはできない。 

３ 許可された休学期間が満了した場合は、復学届を提出しなければならない。 

４ 休学期間中に休学の理由がなくなり復学しようとする者は、復学願を提出し、校長の許可 

を受けなければならない。 

（退学） 

第１８条 退学しようとする者は、その理由を記した退学願を学生証とともに提出し、校長の許 

可を受けなければならない。 
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（再入学） 

第１９条 本校を卒業した者、又は中途退学した者で、再び入学しようとする者に関し必要な事 

項は、別に定める。 

（転・編入学） 

第２０条 他の大学、短期大学、高等専門学校、専修学校等からの転・編入学は行わない。 

 

   第７章 賞罰 

 

（表彰） 

第２１条 校長は、学業・品行ともにすぐれ他の模範となる者には、運営委員会の議を経て、こ 

れを表彰することがある。 

（懲戒） 

第２２条 校長は、学生の本分に反する行為があったと認められるときは、運営委員会の議を経 

て、これに懲戒処分を行うことがある。 

 ２ 懲戒は、訓告、停学及び退学とする。 

 ３ 前項の退学処分は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。 

 (１) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

 (２) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 

 (３) 正当な理由がなく出席状況の極めて悪い者 

 (４) 学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 

 

   第８章 単位及び履修方法 

 

（単位の算定） 

第２３条 各科目に対する１単位の算定は、次のとおりとする。 

 講義科目    １５時間 

 演習科目    ３０時間 

 実習・実技科目 ４５時間 

 

  ただし、授業科目によっては、法令等により定められた範囲で、１単位あたり時間数を変更 

することがある。 
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（履修方法） 

第２４条 保育専門課程保育士科における履修方法は、次の各号に定めるとおりとする。 

 (１) 教養科目のうち７科目１２単位は必修とし、その他は選択履修とする。 

 (２) 必修科目２９科目５０単位は必修とする。 

 (３) 選択必修科目のうち９科目１７単位は必修とし、その他は選択履修とする。 

２ 社会福祉専門課程社会福祉士・児童指導員科における履修方法は、次の各号に定める 

とおりとする。 

 (１) 一般教育科目のうち６科目１２単位は必修とし、その他は選択履修とする。 

 (２) 専門科目の基礎科目１３科目４９単位は必修とする。 

    専門科目の関連科目のうち７科目１４単位は必修とし、その他は選択履修とする。 

３ 社会福祉専門課程介護福祉士科における履修方法は、次の各号に定めるとおりとする。 

 (１) 基礎分野のうち６科目１２単位は必修とし、その他は選択履修とする。 

 (２) 専門分野のうち１７科目６２単位は必修とし、その他は選択履修とする。 

(３) 指定外科目のうち卒業レポート１科目２単位は必修とし、その他は選択履修とする。 

４ 他の大学及び短期大学等で履修及び修得した単位の認定並びに同等又はそれ以上の教 

育内容を有する学校において、既に履修した単位の認定については別に定める。 

 

   第９章 試験及び卒業等 

 

（試験及び評価） 

第２５条 講義、演習の各教科については、それぞれ各学期に試験を行う。 

 ２ 実習及び実技については、指導・監督者の調査・報告書に基づき、その成績を評価する。 

 ３ 授業科目の成績評価は、上位よりＡ（100～90点）、Ｂ（89～80点）、Ｃ（79～70点）、Ｄ（69

～60点）、Ｆ（59点以下）をもって表示し、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄを合格、Ｆを不合格とする。 

４ 前項にかかわらず、認定をＮと表記する。 

（出席時間数） 

第２６条 各科目とも出席時間数が規定時間数の４分の３に満たない者については、当該科目の 

履修を認定せず、受験資格を与えない。 

 ２ 学外施設における実習については、出席時間数が規定時間数の５分の４に満たない者に対し、 

履修を認定せず、成績の評価を行わない。 

（追・再試験） 

第２７条 病気その他やむを得ない理由で試験を受けることができなかった者、又は試験に不合格
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であった者は、別に定める規程に従い追試験又は再試験を受けることができる。 

（再履修） 

第２８条 各年次に配分された科目の受験資格を失った者又は不合格となった者は、翌年次以降 

においてこれを再履修しなければならない。 

（留年） 

第２９条 卒業年次においてなお修得単位数の不足している者は、第５条に規定する在学年数を 

限度として留年となる。 

（卒業及び資格の付与） 

第３０条 各課程ともそれぞれの所定の科目を修了した者について卒業を認める。 

 ２ 卒業の期日は、毎年３月３１日又は９月３０日とする。 

 ３ 卒業者には、各課程学科によりそれぞれ次に定める資格を与える。 

 (１) 保育専門課程保育士科    保育士資格 

 (２) 社会福祉専門課程 

   ア 社会福祉士・児童指導員科 児童福祉司任用資格、児童指導員任用資格、 

                  社会福祉士国家試験受験資格 

   イ 介護福祉士科       介護福祉士資格 

 ４  次の各課程学科の卒業者には専門士の称号を与える。 

  (１) 保育専門課程保育士科          専門士（保育専門課程保育士科） 

  (２) 社会福祉専門課程介護福祉士科  専門士（社会福祉専門課程介護福祉士科） 

 

   第１０章 入学納付金及び授業料等納付金 

 

（入学納付金及び授業料等納付金） 

第３１条 第１６条に定める入学に必要な納付金は、別表第２のとおりとする。 

 ２ 在学生は、別表第２の授業料等納付金を所定の期日までに納入しなければならない。 

 ３ 前項の授業料等納付金を所定の期日までに納入しない者は、退学させる。 

（休学期間中の授業料等納付金） 

第３２条 休学を許可された者の休学期間中の授業料等納付金は、別に定める。 

（留年者の授業料等納付金） 

第３３条 入学後修業年限を超えて在学する者の授業科等納付金は、別に定める。 

（退学者の授業料等納付金） 

第３４条 退学を願い出る者は、その時期までの授業料等納付金全額を納入しなければならない。 
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（納付金の不還付） 

第３５条 既納の授業料等諸納付金は、返還しない。 

 

   第１１章 奨学金、健康診断及び聴講 

 

（奨学金） 

第３６条 本校は、経済的理由により修学が困難な学生に対し、奨学金を支給することがある。 

 ２ 奨学金に関し必要な事項は、別に定める。 

（健康診断） 

第３７条 在学生は、学年ごとに健康診断を受けなければならない。 

（聴講生） 

第３８条 本校は、特定の科目について聴講を願い出る者があるときは、選考の上、聴講を許可 

することができる。 

２ 聴講に関し必要な事項は、別に定める。 

 

第１２章 附帯教育（通信課程）  

 

第３９条 本校教育を広く社会に開放し、その教育を受けることを希望する者のために、勉学の 

機会を与えることを目的として、附帯教育を次のとおりとする。 

通 信 課 程 名 修業期間 総定員 授業時間 

精神保健福祉士通信課程（短期） １０ケ月 ８０名 午前１０時～午後５時１５分 

 

２ 附帯教育の入学金、授業料は、次のとおりとする。 

入学検定料 １０，０００円

入  学  金 ３０，０００円

授  業  料 １５５，０００円

施設設備費 ２３，０００円

実験実習費 ７０，０００円

連絡通信費（消費税等込） ５，０００円

災害傷害・賠償責任保険料 ７００円

 

３ 附帯教育については、別に定める精神保健福祉士通信課程（短期）細則による。 
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第１３章 雑則 

 

（実施細則） 

第４０条 本学則の実施に関し必要な事項は、細則で定める。 

 

   附 則 

 本学則は、昭和５１年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 本学則は、昭和５２年４月１日から改正、施行する。 

   附 則 

 本学則は、昭和５６年４月１日から改正、施行する。 

   附 則 

 本学則は、昭和５７年４月１日から改正、施行する。 

   附 則 

 本学則は、昭和５８年４月１日から改正、施行する。 

   附 則 

 本学則は、昭和６０年４月１日から改正、施行する。 

   附 則 

 本学則は、昭和６１年４月１日から改正、施行する。 

   附 則 

 本学則は、昭和６２年４月１日から改正、施行する。 

 ただし、別表第２の社会福祉専門課程児童指導員科２年次生、実験実習費は昭和６１年４月 

１日から改正、施行する。 

   附 則 

 本学則は、昭和６３年４月１日から改正、施行する。 

   附 則 

 本学則は、平成元年４月１日から改正、施行する。 

   附 則 

 本学則は、平成２年４月１日から改正、施行する。 

   附 則 

 本学則は、平成３年４月１日から改正、施行する。 

   附 則 

 本学則は、平成４年４月１日から改正、施行する。 

   附 則 

 本学則は、平成５年４月１日から改正、施行する。 

   附 則 

 本学則は、平成６年４月１日から改正、施行する。 
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   附 則 

 本学則は、平成７年４月１日から改正、施行する。 

   附 則 

 本学則は、平成８年４月１日から改正、施行する。 

   附 則 

 本学則は、平成９年４月１日から改正、施行し、平成９年度入学者から適用する。 

  ただし、この改正前の学生に係わる教育課程（課程、学科、修業年限、入学定員、総定員、 

学級数及び社会福祉専門課程児童指導員科の履修方法、カリキュラム、資格証明書授与）に 

ついては、なお従前の例によるものであり、次のとおりである。 

 

 １．課程、学科、修業年限、入学定員、総定員、学級数 

課  程  名 学  科  名 修業年限 入学定員 総定員 学級数 

保 母 専 門 課 程 保 母 科 ３ ４０ １２０ １ 

社会福祉主事科 ２ ４０ ８０ １ 

児童指導員科 ２ ２０ ４０ １ 社会福祉専門課程

介護福祉士科 ３ ４０ １２０ １ 

 ２．社会福祉専門課程児童指導員科の履修方法 

  社会福祉専門課程児童指導員科における履修方法は、次の各号の定めるとおりとする。 

 （１） 一般教育科目の３科目６単位は必修とし、その他は選択履修とする。 

 （２） 専門科目の基礎科目２３科目５５単位は必修とする。 

   専門科目の関連科目のうち８科目１５単位は必修とし、その他は選択履修とする。 
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３．社会福祉専門課程児童指導員科のカリキュラム 

 次のとおり。 

単 位 数 授業時間数 
系      列 教    科    目 

授業

形態 必修 選択 必修 選択 

人 間 学 Ⅰ 講義 ２ ３０  

人 間 学 Ⅱ 講義 ２ ３０  

キ リ ス ト 教 学 Ⅰ 講義 ２ ３０  

キ リ ス ト 教 学 Ⅱ 講義 ２  ３０ 

社 会 学 講義 ２  ３０ 

法 学 講義 ２  ３０ 

一 

般 

教 

育 

科 

目 

教 育 学 講義 ２  ３０ 

社 会 福 祉 原 論 講義 ４ ６０  

老 人 福 祉 論 講義 ４ ６０  

障 害 者 福 祉 論 Ⅰ 講義 ２ ３０  

障 害 者 福 祉 論 Ⅱ 講義 ２ ３０  

児 童 福 祉 論 Ⅰ 講義 ２ ３０  

児 童 福 祉 論 Ⅱ 講義 ２ ３０  

社 会 保 障 論 講義 ４ ６０  

公 的 扶 助 論 講義 ２ ３０  

地 域 福 祉 論 講義 ２ ３０  

社会福祉援助技術総論 講義 ４ ６０  

社会福祉援助技術各論ⅠＡ 講義 ２ ３０  

社会福祉援助技術各論ⅠＢ 講義 ２ ３０  

社会福祉援助技術各論ⅡＡ 講義 ２ ３０  

社会福祉援助技術各論ⅡＢ 講義 ２ ３０  

社会福祉援助技術演習Ⅰ 演習 １ ３０  

社会福祉援助技術演習Ⅱ 演習 １ ３０  

社会福祉援助技術現場実習Ⅰ 実習 ６ ２７０  

医 学 一 般 講義 ４ ６０  

介 護 概 論 講義 ２ ３０  

発 達 心 理 学 講義 ２ ３０  

臨 床 心 理 学 講義 ２ ３０  

社会福祉援助技術スーパーヴィジョンⅠ 演習 １５  

専 

門 

科 

目 

基礎科目 

社会福祉援助技術スーパーヴィジョンⅡ 演習
１

１５  

 

 

 １１



単 位 数 授業時間数 
系      列 教    科    目 

授業

形態 必修 選択 必修 選択 

養 護 原 理 講義 ２ ３０  

養 護 内 容 講義 ２ ３０  

健 全 育 成 論 講義 ２ ３０  

非 行 関 係 論 講義 １ １５  

児 童 相 談 論 講義 ２ ３０  

母 子 保 健 講義 ２ ３０  

社 会 倫 理 学 講義 ２ ３０  

卒 業 レ ポ ー ト 演習 ２ ６０  

特 別 講 義 Ⅰ 講義 ２  ３０ 

心 理 検 査 法 講義 １  １５ 

専 

門 

科 

目 

関連科目 

社会福祉援助技術現場実習Ⅱ 実習 ２  ９０ 

合     計  ７６ １３ １３９５ ２５５ 

講義 ６５ １１ ９７５ １６５ 

実習 ６ ２ ２７０ ９０ 内     訳 

演習 ５ ０ １５０ ０ 

注）社会福祉援助技術現場実習は、児童福祉施設及び児童福祉行政機関等であって、実習 

 指導能力を有するところを中心に、下記により行う。 

  必修 １．養護施設 

     ２．児童相談所・福祉事務所並びに乳児院・保育所・母子寮・児童館・情緒障 

      害児短期入所施設・虚弱児施設・教護院の中から１箇所選択 

     ３．精神薄弱児施設・精神薄弱児通園施設・盲ろうあ児施設・難聴幼児通園施 

      設・肢体不自由児施設・肢体不自由児通園施設・肢体不自由児療護施設・重 

      症心身障害児施設並びに身体障害者更生援護施設・精神薄弱者援護施設の中 

      から１箇所選択 

  選択 １．上記並びに上記以外の社会福祉施設・社会福祉諸機関、病院、老人保健施 

      設等、校長が適当と認める施設 

４．社会福祉専門課程児童指導員科の資格証明書授与 

 卒業者には、次に定める資格証明書を授与する。 

 児童福祉司任用資格、児童指導員任用資格 

   附 則 

 本学則は、平成１０年４月１日から改正、施行する。 

   附 則 

 本学則は、平成１１年４月１日から改正、施行する。 

   附 則 

 本学則は、平成１２年４月１日から改正、施行する。 

   附 則 

 本学則は、平成１２年４月１日から改正、施行し、平成１２年度入学者から適用する。 
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 ただし、この改正前の社会福祉専門課程社会福祉士・児童指導員科と社会福祉専門課程介 

護福祉士科の学生に係わる履修方法、カリキュラムについては、なお従前の例によるもので 

あり、次のとおりである。 

別表第１ 

（Ｂ）社会福祉専門課程 

 （２）社会福祉士・児童指導員科 

単 位 数 授業時間数 
系      列 教    科    目 

授業

形態 必修 選択 必修 選択 

人 間 学 Ⅰ 講義 ２ ３０  

人 間 学 Ⅱ 講義 ２ ３０  

キ リ ス ト 教 学 Ⅰ 講義 ２ ３０  

キ リ ス ト 教 学 Ⅱ 講義 ２  ３０ 

社 会 学 講義 ２ ３０  

法 学 講義 ２ ３０  

一 

般 

教 

育 

科 

目 
心 理 学 講義 ２ ３０  

社 会 福 祉 原 論 講義 ４ ６０  

老 人 福 祉 論 講義 ４ ６０  

障 害 者 福 祉 論 講義 ４ ６０  

児 童 福 祉 論 講義 ４ ６０  

社 会 保 障 論 講義 ４ ６０  

公 的 扶 助 論 講義 ２ ３０  

地 域 福 祉 論 講義 ２ ３０  

社会福祉援助技術総論 講義 ４ ６０  

社会福祉援助技術各論Ⅰ 講義 ４ ６０  

社会福祉援助技術各論Ⅱ 講義 ４ ６０  

社会福祉援助技術演習 演習 ２ ６０  

社会福祉援助技術現場実習 実習 ６ ２７０  

医 学 一 般 講義 ４ ６０  

基 

礎 

科 

目 

介 護 概 論 講義 ２ ３０  

社 会 倫 理 学 講義 ２ ３０  

養 護 原 理 講義 ２ ３０  

発 達 心 理 学 講義 ２ ３０  

母 子 保 健 講義 ２ ３０  

児童ソーシャルワーク論 講義 ２ ３０  

家族ソーシャルワーク論 講義 ２ ３０  

卒 業 レ ポ ー ト 演習 ２ ６０  

心 理 学 演 習 演習 １  ３０ 

特 別 講 義 講義 ２  ３０ 

実 務 指 導 演習 １  ３０ 

社会福祉援助技術現場実習選択Ⅰ 実習 ２  ９０ 

専 

門 

科 

目 

関 

連 

科 

目 

社会福祉援助技術現場実習選択Ⅱ 実習 ２  ９０ 

合     計  ７６ １０ １３８０ ３００ 

講義 ６６ ４ ９９０ ６０ 

実習 ６ ４ ２７０ １８０ 内     訳 

演習 ４ ２ １２０ ６０ 
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  注１：社会福祉援助技術現場実習は、下記により行う。 

     必修：１．社会福祉士現場実習に指定されている施設のうち、児童福祉法に規定さ 

れている児童福祉施設から１箇所 

        ２．社会福祉士現場実習に指定されている施設から１箇所 

     選択：社会福祉諸機関、病院、老人保健施設等、校長が適当と認める施設 

  注２：指定施設において１年以上相談援助の業務に従事した後、入学する者は、必修科目 

である社会福祉援助技術現場実習のうち、２単位の９０時間は免除できるものとす 

る。 

（Ｂ）社会福祉専門課程  

（３）介護福祉士科 

単 位 数 授業時間数 
 

系   
列 

教    科    目 
授業
形態 必修 選択 必修 選択 

人 間 学 Ⅰ 講義 ２ ３０  

人 間 学 Ⅱ 講義 ２ ３０  

キ リ ス ト 教 学 Ⅰ 講義 ２ ３０  

キ リ ス ト 教 学 Ⅱ 講義 ２ ３０ 

社 会 学 講義 ２ ３０  

法 学 講義 ２ ３０  

心 理 学 講義 ２ ３０  

 

一 

般 

教 

養 

科 

目 

文 章 表 現 法 講義 ２ ３０  

社 会 福 祉 概 論 講義 ４ ６０  

老 人 福 祉 論 講義 ２ ３０  

障 害 者 福 祉 論 講義 ２ ３０  

リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 論 講義 ２ ３０  

社 会 福 祉 援 助 技 術 講義 ４ ６０  

社 会 福 祉 援 助 技 術 演習 １ ３０  

レ ク リ エ ー シ ョ ン 指 導 法 演習 ２ １ ６０ ３０ 

老 人 ・ 障 害 者 の 心 理 講義 ４ ６０  

家 政 学 概 論 講義 ２ ３０  

栄 養 ・ 調 理 講義 ２ ３０  

家 政 学 実 習 実習 ２ ９０  

医 学 一 般 講義 ４ ６０  

精 神 衛 生 講義 ２ ３０  

介 護 概 論 講義 ４ ６０  

介 護 技 術 演習 ４ １２０  

 

専 

門 

科 

目 

障 害 形 態 別 介 護 技 術 演習 ４ １２０  
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カ ウ ン セ リ ン グ 講義 ２ ３０  

演 習 演習 ２ ６０  

社 会 倫 理 学 講義 ２ ３０  

医 療 福 祉 論 講義 １ １５  

特 別 講 義 講義 ４ ６０  

卒 業 レ ポ ー ト 演習 ２ ６０  

介 護 実 習 実習 １０ ４５０  

 

専 

門 

科 

目 

実 習 指 導 実習 ２ ６０  

 合     計  ８４ ３ １８７５ ６０ 

講義 ５５ ２ ８２５ ３０ 

実習 １２ ０ ５４０ ０  内     訳 

演習 １７ １ ５１０ ３０ 

 

    附 則 

１ 本学則は、平成１２年４月１日から改正、施行する。 

２ ただし、第３１条第４項の適用は、次のとおりとする。 

(１) 専門士（保育専門課程保育士科）の称号は、平成１４年３月の保育専門課程保育士科 

の卒業生から付与する。 

(２) 専門士（社会福祉専門課程介護福祉士科）の称号は、平成１２年３月の社会福祉専門 

課程介護福祉士科の卒業生から付与する。 

 

    附 則 

１ 本学則は、平成１３年４月１日から改正、施行する。 

２  第４条の規定にかかわらず、平成１３年度の各学年の定員は次表のとおりとする。 

３  平成１３年度における社会福祉専門課程社会福祉主事科は、募集停止とする。 

課 程 名 学 科 名 修業年限 入学定員 １年次 ２年次 ３年次 総定員 学級数 備 考 

保育専門課程 保 育 士 科 ３ ４０ ４０ ４０ ４０ １２０ １ 夜 間 

社会福祉主事科 ２ ０ ０ ４０ ４０ １ 夜 間 

社会福祉士・ 
児童指導員科 ２ ４０ ４０ ４０ ８０ １ 夜 間 社会福祉専門課程 

介護福祉士科 ３ ４０ ４０ ４０ ４０ １２０ １ 夜 間 

合   計   １２０ １２０ １６０ ８０ ３６０ ４  

 

    附 則 

 本学則は、平成１４年４月１日から改正、施行し、平成１４年度入学者から適用する。 

 ただし、この改正前の保育専門課程保育士科の学生に係わる履修方法、カリキュラムについ

ては、なお従前の例によるものであり、次のとおりである。 
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 (１) 基礎科目のうち７科目１２単位は必修とし、その他は選択履修とする。 

 (２) 専門的科目２６科目４７単位は必修とする。 

 (３) 選択必修科目のうち１３科目２０単位は必修とし、その他は選択履修とする。 

 (４) カリキュラム 

単 位 数 授業時間数 
系      列 教  科  目 

授業 

形態 必修 選択 必修 選択 

人 間 学 Ⅰ 講義 ２ ３０  

人 間 学 Ⅱ 講義 ２ ３０  

キリスト教学Ⅰ 講義 ２ ３０  

キリスト教学Ⅱ 講義 ２  ３０ 

法 学 講義 ２ ３０  

自然科学概論 講義 ２ ３０  

英 語 演習 ２  ３０ 

体 育 講義 １ １５  

基 

礎 

科 

目 

 実技 １ ３０  

社 会 福 祉 Ⅰ 講義 ２ ３０  

社 会 福 祉 Ⅱ 演習 ２ ６０  

児 童 福 祉 講義 ２ ３０  

保 育 原 理 Ⅰ 講義 ４ ６０  

養 護 原 理 Ⅰ 講義 ２ ３０  

保育の本質・目的の 

 理解に関する科目 

教 育 原 理 講義 ２ ３０  

発達心理学Ⅰ 講義 ２ ３０  

教 育 心 理 学 講義 ２ ３０  

小 児 保 健 Ⅰ 講義 ４ ６０  

 実習 １ ３０  

小 児 栄 養 講義 ２ ３０  

 実習 １ ３０  

保育の対象の理解 

 に関する科目 

精 神 保 健 講義 ２ ３０  

保育内容総論 演習 １ ３０  

健 康 演習 １ ３０  

人 間 関 係 演習 １ ３０  

環 境 Ⅰ 演習 １ ３０  

言 葉 演習 １ ３０  

表 現 Ⅰ 演習 １ ３０  

保育の内容・方法の 

 理解に関する科目 

乳 児 保 育 講義 ２ ３０  

音 楽 Ⅰ 演習 ２ ６０  

図 画 工 作 Ⅰ 演習 ２ ６０  基礎技能 

体 育 演習 ２ ６０  

保育実習Ⅰ－１ 実習 ２ ９０  

保育実習Ⅰ－２ 実習 ２ ９０  

専 

門 

的 

科 

目 

保育実習 

実 習 指 導 実習 １ ４５  

 １６



保 育 原 理 Ⅱ 講義 ２  ３０ 

養 護 原 理 Ⅱ 講義 ２  ３０ 

知的障害者福祉論 講義 １  １５ 

身体障害者福祉論 講義 １  １５ 

矯 正 保 護 論 講義 １  １５ 

社 会 倫 理 学 講義 ※２  ３０ 

保育の本質・目的の 

理解に関する科目 

卒業レポート 演習 ※２  ６０ 

発達心理学Ⅱ 演習 ※１  ３０ 保育の対象の理解 

 に関する科目 小 児 保 健 Ⅱ 講義 ２  ３０ 

環 境 Ⅱ 演習 １  ３０ 

表 現 Ⅱ 演習 １  ３０ 

養 護 内 容 演習 ２  ６０ 

障 害 児 保 育 講義 ※２  ３０ 

保育の内容・方法の 

理解に関する科目 

児 童 文 化 演習 １  ３０ 

音 楽 Ⅱ 演習 ２  ６０ 
基礎技能 

図 画 工 作 Ⅱ 演習 １  ３０ 

保 育 実 習 Ⅱ 実習 ※２  ９０ 

選 

択 

必 

修 

科 

目 

保育実習 
保 育 実 習 Ⅲ 実習 ２  ９０ 

合     計  ５９ ３２ １２９０ ７６５ 

講義 ３７ １５ ５５５ ２２５ 

実習 ７ ４ ２８５ １８０ 

演習 １４ １３ ４２０ ３６０ 
内     訳 

実技 １ ０ ３０ ０ 

注）選択必修科目からは１３科目２０単位以上履修する。 

    但し、※印は学校指定必修科目とする。 

   附 則 

 本学則は、平成１５年４月１日から改正、施行する。 

   附 則 

 本学則は、平成１６年４月１日から改正、施行する。 

   附 則 

 本学則は、平成１７年４月１日から改正、施行する。 

附 則 

 本学則は、２００６年（平成１８年）４月１日から改正、施行する。 

附 則 

 本学則は、２００７年（平成１９年）４月１日から改正、施行する。 
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附 則 

 本学則は、２００８年（平成２０年）４月１日から改正、施行し、２００８年度（平成２０年 

度）入学者から適用する。 

 ただし、この改正前に社会福祉専門課程介護福祉士科へ入学した２年次生及び３年次生の学生 

については、次のとおりとする。 

（１）定員は、それぞれ4０名とする。 

（２）学級数は、それぞれ１とする。 

（３）履修科目は、次表のとおりとする。 

（Ｂ）社会福祉専門課程 

    （２）介護福祉士科 

単 位 数 授業時間数 
系列 教    科    目 

授業
形態 必修 選択 必修 選択 

人 間 学 Ⅰ 講義 ２  ３０ 

人 間 学 Ⅱ 講義 ２  ３０ 

キ リ ス ト 教 学 Ⅰ 講義 ２  ３０ 

キ リ ス ト 教 学 Ⅱ 講義 ２  ３０

社 会 学 講義 ２  ３０ 

法 学 講義 ２  ３０ 

心 理 学 講義 ２  ３０ 

基 

礎 

分 

野 

文 章 表 現 法 講義 ２  ３０ 

社 会 福 祉 概 論 講義 ４  ６０ 

老 人 福 祉 論 講義 ４  ６０ 

障 害 者 福 祉 論 講義 ２  ３０ 

リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 論 講義 ２  ３０ 

社 会 福 祉 援 助 技 術 講義 ２  ３０ 

社 会 福 祉 援 助 技 術 演 習 演習 １  ３０ 

レクリエーション活動援助法 演習 ２ １ ６０ ３０

老 人 ・ 障 害 者 の 心 理 講義 ４  ６０ 

家 政 学 概 論 講義 ４  ６０ 

家 政 学 実 習 実習 ２  ９０ 

医 学 一 般 講義 ６  ９０ 

精 神 保 健 講義 ２  ３０ 

介 護 概 論 講義 ４  ６０ 

介 護 技 術 演習 ５  １５０ 

専 

門 

分 

野 

形 態 別 介 護 技 術 演習 ５  １５０ 
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介 護 実 習 実習 １０  ４５０ 

実 習 指 導 演習 ３  ９０ 

カ ウ ン セ リ ン グ 講義 ２  ３０ 

演 習 演習 ２  ６０ 

社 会 倫 理 学 講義 ２  ３０ 

特 別 講 義 講義 ２  ３０ 

 

卒 業 レ ポ ー ト 演習 ２  ６０ 

合     計  ８６ ３ １９５０ ６０

講義 ５４ ２ ８１０ ３０

実習 １２ ０ ５４０ ０内     訳 

演習 ２０ １ ６００ ３０

 

※卒業時に共通試験を受けること。 

※卒業に要する最低時間数 基礎分野 ７科目 １４単位以上 ２１０時間以上

 専門分野 ２２科目 ７２単位 １７４０時間以上

 合    計 ２９科目 ８６単位以上 １９５０時間以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １９



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第１及び第２  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２０



別表第１ 

  （Ａ）保育専門課程 

        保育士科 

単 位 数 授業時間数 
系      列 教  科  目 

授業 

形態 必修 選択 必修 選択 

人 間 学 Ⅰ 講義 ２ ３０  

人 間 学 Ⅱ 講義 ２ ３０  

キリスト教学Ⅰ 講義 ２ ３０  

キリスト教学Ⅱ 講義 ２  ３０ 

法 学 講義 ２ ３０  

自 然 科 学 概 論 講義 ２ ３０  

英 語 演習 ２  ３０ 

体 育 講義 １ １５  

教 

養 

科 

目 

 実技 １ ３０  

社 会 福 祉 講義 ２ ３０  

社会福祉援助技術 演習 ２ ６０  

児 童 福 祉 講義 ２ ３０  

保 育 原 理 Ⅰ 講義 ４ ６０  

養 護 原 理 Ⅰ 講義 ２ ３０  

保育の本質・目的の 

理解に関する科目 

教 育 原 理 講義 ２ ３０  

発 達 心 理 学 Ⅰ 講義 ２ ３０  

教 育 心 理 学 講義 ２ ３０  

小 児 保 健 Ⅰ 講義 ４ ６０  

 実習 １ ３０  

小 児 栄 養 演習 ２ ６０  

精 神 保 健 講義 ２ ３０  

 保育の対象の理解 

 に関する科目 

家 族 援 助 論 講義 ２ ３０  

保 育 内 容 総 論 演習 １ ３０  

健 康 演習 １ ３０  

人 間 関 係 Ⅰ 演習 １ ３０  

環 境 Ⅰ 演習 １ ３０  

言 葉 演習 １ ３０  

表 現 Ⅰ 演習 １ ３０  

乳 児 保 育 演習 ２ ６０  

障 害 児 保 育 演習 １ ３０  

保育の内容・方法の 

理解に関する科目 

養 護 内 容 演習 １ ３０  

音 楽 Ⅰ 演習 ２ ６０  

必 

修 

科 

目 

 

基礎技能 図 画 工 作 Ⅰ

体 育 Ⅰ

演習 

演習 

１

１

３０ 

３０ 

 

 

 

 ２１



２

２

実習

実習

保育実習Ⅰ－１

保育実習Ⅰ－２

 

保育実習  
実習実 習 指 導 １

９０ 

９０ 

４５ 

 

 

  

総合演習 総 合 演 習 演習 ２ ６０  

保 育 原 理 Ⅱ 講義 ２  ３０ 

養 護 原 理 Ⅱ 講義 ２  ３０ 

社 会 倫 理 学 講義 ※２  ３０ 

 

 

 
保育の本質・目的の 

理解に関する科目 

卒 業 レ ポ ー ト 演習 ※２  ６０ 

発 達 心 理 学 Ⅱ 演習 ※１  

 

 

３０  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）選択必修科目からは９科目１７単位以上履修する。 

    但し、※印は学校指定必修科目とする。 

    保育実習は、保育実習Ⅱ、Ⅲの一方を必修とする。 

 

※卒業に要する最低時間数 教養科目 ７科目 １２単位 １９５時間以上

 必修科目 ２９科目 ５０単位 １２１５時間以上

 選択必修科目 ９科目 １７単位  ３９０時間以上

 合  計 ４５科目 ７９単位 １８００時間以上

 

 

 

小 児 保 健 Ⅱ 講義 ２  ３０ 
 保育の対象の理解 

 に関する科目 
保 育 相 談 概 論 講義 ２  ３０ 

環 境 Ⅱ

人 間 関 係 Ⅱ

演習

演習

１

１

 ３０ 

３０ 

表 現 Ⅱ 演習 １  ３０ 

保育の内容・方法の 

理解に関する科目 

児 童 文 化 Ⅰ 演習 １  ３０ 

音 楽 Ⅱ 演習

選 

択 

必 

修 

科 

２  ６０ 

演習 ２  ６０ 図 画 工 作 Ⅱ

体 育 Ⅱ 演習 １  ３０ 
基礎技能 

児 童 文 化 Ⅱ 演習 １  ３０ 

保 育 実 習 Ⅱ 実習 ２  ９０ 

目 

保育実習 
保 育 実 習 Ⅲ 実習 ２  ９０ 

合     計  ６２ ３１ １４１０ ７８０

講義 ３５ １２ ５２５ １８０

実習 ６ ４ ２５５ １８０

演習 ２０ １５ ６００ ４２０
内     訳 

実技 １ ０ ３０ ０

 ２２



（Ｂ）社会福祉専門課程 

  （１）社会福祉士・児童指導員科 

単 位 数 授業時間数 
 系  列 教    科    目 

授業
形態 必修 選択 必修 選択 

人 間 学 Ⅰ 講義 ２ ３０  

人 間 学 Ⅱ 講義 ２ ３０  

キ リ ス ト 教 学 Ⅰ 講義 ２ ３０  

キ リ ス ト 教 学 Ⅱ 講義 ２  ３０ 

社 会 学 講義 ２ ３０  

法 学 講義 ２ ３０  

 

一 
般 
教 
育 
科 
目 

心 理 学 講義 ２ ３０  

社 会 福 祉 原 論 講義 ４ ６０  

老 人 福 祉 論 講義 ４ ６０  

障 害 者 福 祉 論 講義 ４ ６０  

児 童 福 祉 論 講義 ４ ６０  

社 会 保 障 論 講義 ４ ６０  

公 的 扶 助 論 講義 ２ ３０  

地 域 福 祉 論 講義 ２ ３０  

社会福祉援助技術論 (注1) 講義 ８ １２０  

社 会 福 祉 援 助 技 術 演 習 演習 ４ １２０  

社会福祉援助技術現場実習(注2) 実習 ４ １８０  

社会福祉援助技術現場実習指導 演習 ３ ９０  

医 学 一 般 講義 ４ ６０  

基 

礎 

科 

目 

介 護 概 論 講義 ２ ３０  

社 会 倫 理 学 講義 ２ ３０  

養 護 原 理 講義 ２ ３０  

発 達 心 理 学 講義 ２ ３０  

母 子 保 健 講義 ２ ３０  

児童ソーシャルワーク論 講義 ２ ３０  

家族ソーシャルワーク論 講義 ２ ３０  

卒 業 レ ポ ー ト 演習 ２ ６０  

心 理 学 演 習 演習 １  ３０ 

特 別 講 義 講義 ２  ３０ 

実 務 指 導 演習 １  ３０ 

社会福祉援助技術現場実習選択Ⅰ 実習 ２  ９０ 

 

専 

門 

科 

目 

関 

連 

科 

目 

社会福祉援助技術現場実習選択Ⅱ 実習 ２  ９０ 

 合     計  ７５ １０ １３８０ ３００ 

講義 ６２ ４ ９３０ ６０ 

実習 ４ ４ １８０ １８０  内     訳 

演習 ９ ２ ２７０ ６０ 
 

 ２３



注１：社会福祉援助技術論は、学内では便宜上、担当教員、開講期間など別に①②･･･ 

      をつけて表示するが、評価は一括して行う。 

注２：①社会福祉援助技術現場実習は、下記により行う。 

     必修：１．社会福祉士現場実習に指定されている施設のうち、児童福祉法 

          に規定されている児童福祉施設から１箇所 

        ２．社会福祉士現場実習に指定されている施設から１箇所 

     選択：社会福祉諸機関、病院、老人保健施設等、校長が適当と認める施設 

      ②社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和６２年厚生省令第４９号）第 

        ２条で指定された施設において１年以上相談援助の業務に従事した後、入 

        学する者は、必修科目である社会福祉援助技術現場実習のうち、２単位の 

        ９０時間は免除できるものとする。 

 

※卒業に要する最低時間数 一般教育科目 ６科目 １２単位 １８０時間以上

 基礎科目 １３科目 ４９単位 ９６０時間以上

 関連科目 ７科目 １４単位 ２４０時間以上

 合    計 ２６科目 ７５単位 １３８０時間以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２４



（Ｂ）社会福祉専門課程 

  （２）介護福祉士科 

単 位 数 授業時間数 
系列 教    科    目 

授業 
形態 必修 選択 必修 選択

人 間 学 講義 ２  ３０ 

介 護 に お け る 尊 厳 と 倫 理 講義 ２  ３０ 

人間関係とコミュニケーション 講義 ２  ３０ 

キ リ ス ト 教 学 Ⅰ 講義 ２  ３０ 

社 会 学 講義 ２  ３０ 

法 学 講義 ２  ３０ 

基 

礎 

分 

野 

小 計 ６科目 小計 １２  １８０ 

社 会 福 祉 概 論 講義 ４  ６０ 

老 人 福 祉 論 講義 ４  ６０ 

障 害 者 福 祉 論 講義 ２  ３０ 

リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 論 講義 ２  ３０ 

社 会 福 祉 援 助 技 術 講義 ２  ３０ 

社 会 福 祉 援 助 技 術 演 習 演習 １  ３０ 

レクリエーション活動援助法Ⅰ 演習 ２  ６０ 

老 人 ・ 障 害 者 の 心 理 講義 ４  ６０ 

家 政 学 概 論 講義 ４  ６０ 

家 政 学 実 習 実習 ２  ９０ 

医 学 一 般 講義 ６  ９０ 

精 神 保 健 講義 ２  ３０ 

介 護 概 論 講義 ４  ６０ 

介 護 技 術 演習 ５  １５０ 

形 態 別 介 護 技 術 演習 ５  １５０ 

介 護 実 習 実習 １０  ４５０ 

実 習 指 導 演習 ３  ９０ 

指 

定 

科 

目 

専 

門 

分 

野 

小 計 １７科目 小計 ６２  １５３０ 
地 域 福 祉 論 (＊) 講義 ２  ３０

社 会 福 祉 経 営 論 (＊) 講義 ２  ３０

社 会 福 祉 法 行 財 政 論 (＊) 講義 ２  ３０

社 会 政 策 論 (＊) 講義 ２  ３０

精 神 保 健 福 祉 援 助 技 術 講義 ２  ３０

災 害 ・ 緊 急 時 に お け る 介 護 講義 ２  ３０

福 祉 情 報 処 理 演 習 演習 １  ３０

キ リ ス ト 教 学 Ⅱ 講義 ２  ３０

発 達 心 理 学 講義 ２  ３０

指 

定 

外 

科 

目 

介 護 の 組 織 と 運 営 管 理 講義 ２  ３０

 

 ２５



介護サービスとセーフティマネジメント 講義 ２  ３０

タ ー ミ ナ ル ケ ア 論 講義 ２  ３０

介護職が行うスーパービジョン 演習 １  ３０

演 習 演習 ２  ６０

レクリエーション活動援助法Ⅱ 演習 １  ３０

卒 業 レ ポ ー ト 演習 ２  ６０ 

指
定
外
科
目 

小 計 １６科目 小計 ２ ２７ ６０ ４８０

 合 計 ３９科目 合計 ７６ ２７ １７７０ ４８０

講義 ４６ ２２ ６９０ ３３０

実習 １２ ０ ５４０ ０ 内     訳 

演習 １８ ５ ５４０ １５０

 

※「指定科目」及び「指定外科目」は、厚生労働省による「指定科目」及び「指定外科目」。 

※卒業時に共通試験を受けること。 

※卒業に要する最低時間数 基礎分野 ６科目 １２単位 １８０時間

 専門分野 １７科目 ６２単位 １５３０時間

 卒業レポート １科目 ２単位 ６０時間

 合  計 ２４科目 ７６単位 １７７０時間

  ※ (＊)は上智大学開講科目。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２６



別表第２ 

  本校の入学検定料は下記のとおりとする。                                （単位：円） 

保育専門課程 社会福祉専門課程 課  程

科  目 
社会福祉士・

保育士科 
児童指導員科

介護福祉士科 
摘   要 

入 学 検 定 料 ２３，０００ ２３，０００ ２３，０００  

 

  本学の授業料等納付金は下記のとおりとする。 

  １年次生  納付は所定の入学手続期間内とする。                         （単位：円） 

保育専門課程 社会福祉専門課程 課  程

費  目 
社会福祉士・

保育士科 
児童指導員科

介護福祉士科 
摘   要 

入 学 金 １６０，０００ １６０，０００ １６０，０００ 入学の際のみ 

授 業 料 ４１５，０００ ４１５，０００ ４３０，０００ 年額 

オリエンテーション費 ６，０００ ６，０００ ６，０００ 入学の際のみ 

施 設 設 備 費 ７０，０００ ３６，０００ ７０，０００ 年額 

実 験 実 習 費 １０，０００ １４，０００ ２１，０００ 年額 

連絡通信費(消費税等込) ３，０００ ３，０００ ３，０００ 年額 

小     計 ６６４，０００ ６３４，０００ ６９０，０００  

災害傷害･賠償責任保険料 １，６８０ １，１６０ １，６８０ 入学の際のみ 

小     計 １，６８０ １，１６０      １，６８０  

合     計 ６６５，６８０ ６３５，１６０ ６９１，６８０  

 

  ２年次生  納付は前学期及び後学期それぞれ学期当初の所定の期間内とする。（単位：円） 

保育専門課程 社会福祉専門課程 課  程

費  目 
社会福祉士・

保育士科 
児童指導員科

介護福祉士科 
摘   要 

授 業 料 ４１５，０００ ４１５，０００ ４３０，０００ 年額 

施 設 設 備 費 ７０，０００ ３６，０００ ７０，０００ 年額 

実 験 実 習 費 １０，０００ １４，０００ ４２，０００ 年額 

連絡通信費(消費税等込) ３，０００ ３，０００ ３，０００ 年額 

 合    計 ４８８，０００ ４５８，０００ ５３５，０００  

 

  ３年次生  納付は前学期及び後学期それぞれ学期当初の所定の期間内とする。 

（単位：円） 

保育専門課程 社会福祉専門課程課  程
費  目 保育士科 介護福祉士科

摘   要 

授 業 料 ４１５，０００ ４３０，０００ 年額 

施 設 設 備 費 ６０，０００ ６０，０００ 年額 

実 験 実 習 費 １０，０００ ４２，０００ 年額 

連絡通信費(消費税等込) ３，０００ ３，０００ 年額 

合     計 ４８８，０００ ５３５，０００  
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「精神保健福祉士通信課程（短期）細則」 
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 第１章 総則 

 

（趣旨） 

第１条    この学則は、上智社会福祉専門学校が附帯教育として設置する精神保健福祉士通信課 

程（短期）（以下「通信課程」という。）の組織及び運営について必要な事項を定める。 

 

（目的） 

第２条 通信課程は、精神保健福祉士法に基づき、社会福祉士等への新たな教育機会の提供と 

教育の充実並びに今後社会福祉関係の職務に従事する者への専門教育及び現に精神保健関係の 

職務に従事している者への再教育を行うことを目的とする 

 

（位置）    

第３条    通信課程を東京都千代田区紀尾井町７番１号に置く。 

  

第２章 通信課程の修業年限、定員、学級数及び在学期間 

 

（通信課程の修業年限、定員及び学級数） 

第４条   通信課程の修業年限、定員及び学級数は次のとおりとする。 

通信課程名 修業年限 入学定員 総定員 学級数 

精神保健福祉士通信課程（短期） １０ケ月 ８０ ８０ １ 

（在学期間） 

第５条   通信課程の在学期間は、１０ヶ月とする。 

    ただし、休学者及び科目未履修者は、入学時より次年度の修業年限まで在学できるものと 

する。 

 

   第３章 修業年限の始期と終期 

（修業年限の始期と終期） 

第６条   通信課程は、４月１日に始まり、翌年１月３１日に終わる。 
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第４章  教育課程及び授業時間 

 

（教育課程） 

第７条   通信課程の教育課程及び授業時数は細則別表第１に定めるとおりとする。 

 

（授業時間） 

第８条  通信課程の面接授業の時間は、午前10時から午後５時１５分とする。又、面接授業の 

期間は校長が定める。  

 

 

第５章 教職員組織 

 

（教職員組織） 

第９条  通信課程に次の各号に定める教職員を置く。 

 (１) 専任教員  

(２) 非常勤講師  

(３) 事務職員  

２ 専任教員及び非常勤講師は、学生の教育をつかさどる。 

３ 事務職員は、事務に従事する。 

 

   第６章 入学・休学・退学及び再入学 

 

（入学の時期） 

第１０条 入学の時期は、４月とする。 

 

（入学資格） 

第１１条 通信課程に入学することができる者は、東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県に居住 

し、次の各号のいずれかに該当する者で、選考の上、入学を許可された者とする。 

（１） 学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）において精神保健福祉士法第７第２号に 

規定する基礎科目（（２）及び（３）において「基礎科目」という。）を修めて卒業した者、そ 

の他その者に準じるものとして精神保健福祉士法施行規則第１条第２項に規定する者 

（２） 学校教育法に基づく短期大学（修業年限が３年であるもの限る。）において基礎科目を 

修めて卒業した者（夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業し 
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た者を除く。）その他その者に準じるものとして精神保健福祉士法施行第１条第５項に規 

定する者であって、精神保健福祉士法第７条第４項に規定する指定施設において１年以上 

相談援助の業務に従事した者 

（３） 学校教育法に基づく短期大学において基礎科目を修めて卒業した者その他その者に準じ 

るものとして精神保健福祉士法施行第１条第８項に規定する者であって、精神保健福祉士法 

第７条第４項に規定する指定施設において２年以上相談援助の業務に従事した者 

  （４） 社会福祉士 

２ 入学者の選考については、別に定める。 

 

（入学志願の手続） 

第１２条 入学を志願する者は、所定の入学検定料を納入し、所定の入学願書、前条各号のい 

  ずれかに該当することを証明する書類、その他必要書類を指定の期日までに提出しなけ 

ればならない。 

 ２ 既納の入学検定料は、返還しない。 

 

（入学の手続） 

第１３条 入学を許可された者は、次の書類に入学納付金を添えて、指定の期日までに提出し 

なければならない。 

(１) 地方自治体の発行による「住民票の写し」（日本国籍以外の国籍を有する者は、外国 

人登録証明書の写し） 

(２) その他必要書類 

 

（休学及び復学） 

第１４条 病気その他やむを得ない理由で休学しようとする者は、その理由を記した休学願を提 

出し、校長の許可を受けなければならない。なお、病気の場合は、医師の診断書を添えなけれ 

ばならない。 

２ 休学の期間は、修業年限を単位とし、入学年度のみとする。 

３ 許可された休学期間が満了した場合は、復学届を提出しなければならない。 

 

（退学） 

第１５条 退学しようとする者は、その理由を記した退学願を学生証とともに提出し、校長の許 

可を受けなければならない。 

 ３１



 

（再入学） 

第１６条 本校を卒業した者、又は中途退学した者で、再び入学しようとする者については、 

別に定める。 

 

（転・編入学） 

第１７条 本校及び他の大学、短期大学、高等専門学校、専修学校等からの転・編入学は行わな 

い。 

 

第７章 賞罰 

 

（表彰） 

第１８条 校長は、学業・品行ともにすぐれ他の模範となる者には、運営委員会の議を経て、こ 

れを表彰することがある。 

 

（懲戒） 

第１９条 校長は、学生の本分に反する行為があったと認められるときは、運営委員会の議を経 

て、これに懲戒処分を行うことがある。 

 ２ 懲戒は、訓告、停学及び退学とする。 

 ３ 前項の退学処分は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。 

 (１) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

 (２) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 

 (３) 正当な理由がなく出席状況の極めて悪い者 

 (４) 学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 

 

   第８章 単位及び履修方法等 

 

（単位の算定） 

第２０条 各科目に対する１単位の算定は、次のとおりとする。 

   講義科目  １５時間 

   演習科目  ３０時間 

   実習科目   ４５時間 
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通信課程の各科目の時間数は、細則別表１の授業科目及び授業時間数「面接授業時間数」 

に「印刷教材による授業の３分の１時間数」を加えて算出する。ただし、授業科目によって 

は、法令等により定められた範囲で、１単位あたりの時間数を変更することがある。 

 

（履修方法） 

第２１条 通信課程における履修方法は、次の各号に定めるとおりとする。 

(１) 指定科目７科目２６単位は必修とし、それに加え、所定の科目を履修しなければならない。 

ただし、入学時に指定施設で相談業務に１年以上勤務した者は、「精神保健福祉援助実習」 

２単位の履修を免除する。 

 

（添削その他の指導方法） 

第２２条 通信課程における添削その他の指導方法は、細則別表２のとおりとする。 

 

第９章 試験及び卒業等 

 

（試験及び評価） 

第２３条 講義、演習の各教科については、それぞれ試験を行う。 

通信課程の試験の期間については、校長が定める。 

２ 実習については、指導・監督者の調査・報告書に基づき、その成績を評価する。 

３ 授業科目の成績評価は、上位より Ａ（100～90点）、Ｂ（89～80点）、Ｃ（79～70点）、Ｄ 

（69～60点）,Ｆ（59点以下）をもって表示し、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄを合格、Ｆを不合格とする。 

４ 認定をＮと表記する。 

 

（出席時間数） 

第２４条 各科目とも細則別表１に規定されている面接授業時間数に満たない者については、 

当該科目の履修を認定せず受験資格を与えない。ただし、精神保健福祉特論については、 

出席時間数が規定時間数の５分の４に満たない者の該当科目の履修を認定しない。 

 ２ 学外施設における実習については、出席時間数が規定時間数の５分の４に満たない者に対し、

履修を認定せず成績の評価を行わない。 

 

（追・再試験） 

第２５条 病気その他やむを得ない理由で試験を受けることができなかった者、又は試験に不合 
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格であった者は、追試験又は再試験を受けることができる。 

 

（卒業及び資格証明書の付与） 

第２６条 卒業の期日は、毎年１月３１日とする。 

 ２ 卒業者には、次に定める資格を与える。 

 （１）精神保健福祉通信課程     精神保健福祉士国家試験受験資格 

 

第１０章 入学納付金及び授業料納付金 

 

（入学納付金） 

第２７条 入学に必要な納付金は、細則別表３のとおりとする。ただし、詳細は別に定める。 

 

（修業年限を超過して在学する者の授業料等納付金） 

第２８条 修業年限を超過して在学する者の授業料等納付金については、別に定める。 

 ２ 前項の授業料等納付金を所定の期日までに納入しない者は、退学させる。 

 

（休学期間中の授業料等納付金） 

第２９条 休学を許可された者の休学期間中の授業料等納付金は、別に定める。 

２ 前項の授業料等納付金を所定の期日までに納入しない者は、退学させる。 

 

（停学者の授業料等納付金） 

第３０条 停学者の授業料等納付金は全額を徴収する。 

２ 前項の授業料等納付金を所定の期日までに納入しない者は、退学させる。 

 

（退学者の授業料等納付金） 

第３１条 退学を願い出る者は、その時期までの授業料等納付金全額を納入しなければならな

い。 

 

（納付金の不還付） 

第３２条 既納の授業料等納付金は、返還しない。 
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第１１章 健康診断 

 

（健康診断） 

第３３条 在学生は、健康診断を受けなければならない。 

 

附 則 

 本細則は、２００６年（平成１８年）４月１日から、施行する。 

附 則 

 本細則は、２００７年（平成１９年）４月１日から、施行する。 

附 則 

 本細則は、２００８年（平成２０年）４月１日から、施行する。 
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細則別表１ 通信課程（短期） 

 

通信課程（短期）の授業科目及び授業時間数 

単位数 授業時間数 

 
授業 

形態 必修 面接授業
印刷教材 
による授業 

実 習 

時間数 

精 神 医 学 講義 ４ ６ １６２ － 

精 神 保 健 学 講義 ４ ６ １６２ － 

精神科リハビリテーション学 講義 ４ ６ １６２ － 

精 神 保 健 福 祉 論 講義 ６ ＊１０ ２４３ － 

精神保健福祉援助技術各論 講義 ４ ６ １６２ － 

精 神 保 健 福 祉 援 助 演 習 演習 ２ ＊１６ １６２ － 

精 神 保 健 福 祉 援 助 実 習 実習 ２ － － ９０

精 神 保 健 福 祉 特 論 講義 － １０ － － 

合      計 － ２６ ６０（３９） １０５３ ９０

 

注１： 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、職業能力開発促進法第１５条の 

６第１項各号に掲げる施設若しくは同法第２７条第１項に規定する職業能力開発 

       総合大学校又は厚生労働大臣の定める学校、文教研修施設若しくは養成所に 

おいて既に履修した科目については、免除することができる。 

注２： 入学時に、厚生労働省の指定施設で１年以上の相談援助業務に従事した者は、 

「精神保健福祉援助実習」２単位の履修は免除するものとする。 

注３： ＊印のある「精神保健福祉論」「精神保健福祉援助演習」の面接授業数は、法令 

       では前者は９時間、又後者は６時間と規定はされているが、本校では、前者を 

１０時間、後者を１６時間とする。 

注４： 指定科目７科目２６単位に加えて、本校では、面接授業科目「精神保健福祉特論」 

       を通信課程（短期）の必修科目とする。 

注５： 上記面接授業科目「精神保健福祉特論」を必修科目とする。 
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細則別表２ 添削その他の指導の方法 

月間 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 

レ
ポ
ー
ト
提
出 

学習の手引 

き課題を受 

講生に送付 

・精神保健 

福祉論 

・精神医学 

・精神保健 

学 

 

 

５月上旬に 

レポート提出 

・精神保健 

福祉論 

・精神医学 

・精神保健 

学 

 

 

６月上旬に 

レポート提出 

・精神保健

福祉論 

・精神保健

福祉援助

演習 

 

 

７月上旬に

レポート提出

・精神保健

福祉援助

技術各論

・精神科リハ

 ビリテーション

 学 

 

８月上旬に

レポート提出

 ・精神保健

福祉援助

演習 

 

 

 

 

１０月上旬に

レポート提出

・精神保健 

福祉援助 

技術各論 

・精神科リハ 

 ビリテーション 

 学 

 

11月上旬に 

レポート提出 

・再レポート 

提出者 

 

 

 

 

 

１２月上旬に 

レポート提出 

レ
ポ
ー
ト
返
還
時
期 

  ・精神保健 

福祉論 

・精神医学 

・精神保健 

学 

 

 

６月上旬に 

レポート返還 

・精神保健

福祉論 

・精神医学

・精神保健

学 

 

 

７月上旬に

レポート返還

・精神保健

福祉論 

・精神保健

福祉援助

演習 

 

 

８月上旬に

レポート返還

・精神保健

福祉援助

技術各論

・精神科リハ

ビリテーション

学 

 

９月上旬に

レポート返還

  ・精神保健 

福祉援助 

演習 

 

 

 

 

１１月上旬に 

レポート返還 

・精神保健 

福祉援助 

技術各論 

・精神科リハ 

ビリテーション 

学 

修業認定

・再レﾎﾟー ﾄを 

  12月中旬 

に返還 

 

添削方法 

   ・レポート課題に対して回答されたものに、各科目担当教員が採点、講評、学習上の 

注意を記入して返還する。 

     各レポートは各回一題の課題として、各科目の本質的な部分を自分なりに整理する 

ような出題とする。ただし、精神保健福祉論は各回二題課題を設定する。 

 再レポートの提出 

   ・基準に達しないものは不合格として、新たな課題に対しての再レポートの提出を求 

める。それは一回限りとする。 
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細則別表３ 

  通信課程の入学検定料は下記のとおりとする。 

                                 （単位：円） 

 金  額 

入 学 検 定 料 １０，０００

 

 

通信課程の授業料等納付金は下記のとおりとし、納付は入学手続期間内とする。 

修業年限を超過して在学する者の納付は、指定の期間内とする。 

                                             （単位：円） 

 金  額 摘   要 

入 学 金 ３０，０００ 注１ 

授 業 料 １５５，０００  

施 設 設 備 費    ２３，０００  

実 験 実 習 費 ７０，０００ 注２ 

連絡通信費(消費税等込) ５，０００  

小     計 ２８３，０００  

災害傷害･賠償責任保険料  ７００ 注３ 

小     計 ７００

合     計 ２８３，７００  

注１：入学金の特例は、別に定める。 

注２：実験実習費は、実習免除者からは徴収しない。 

注３：災害傷害・賠償責任保険料は、修業年限を超過して在学する場合、新たに徴収する。 

注４：教科書代金として別途２万円程度が必要である。 
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